
２．近年の障がい者支援や障がい福祉をめぐる動き 

我が国においては、平成 18（2006）年の「障害者自立支援法」の施行により、身体・知的・精

神の障がい種別により異なっていたサービス体系が一元化されました。その後、利用者負担額の

見直しや障がいのある人の範囲の見直し等が行われるなか、平成 25（2013）年には新たに「障害

者総合支援法」が施行されました。この法律により「地域における共生の実現」という理念の導入

に加え、難病等をサービス対象とする等が定められました。 

さらに、平成 24（2012）年 10 月には「障害者虐待防止法」、平成 28（2016）年４月には「障害

者差別解消法」、同年５月には「成年後見制度利用促進法」が施行される等、障がいのある人への

権利擁護が進められてきました。平成 28（2016）年には、発達障がいのある人への支援をより一

層充実させることを目的に「発達障害者支援法」の改正法が施行されました。平成 30（2018）年

度からは「障害者総合支援法」および「児童福祉法」の改正により、地方自治体において障がい児

福祉計画の策定が義務付けられるとともに、障がいのある人の地域生活の維持・継続のための支

援や就労定着に向けた支援の充実、精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築、障がい

のある子どもに対するサービス提供体制の計画的な構築等が求められるようになりました。 

また、令和元（2019）年の「読書バリアフリー法」施行、令和２（2020）年の「障害者雇用促進

法」の改正法施行、令和３（2021）年の「医療的ケア児支援法」の施行、令和４（2022）年の「障

害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行、令和５（2023）年の改正障

害者雇用促進法の一部施行、令和６（2024）年の改正障害者差別解消法の施行等、障がい者支援や

障がい福祉の充実に向けた取組が行われています。 

 

《障がい者支援や障がい福祉をめぐる動き》 

年 近年の主な動き 

平成18（2006）年 
障害者自立支援法の施行（平成18年４月１日） 

バリアフリー法の施行（平成18年12月20日） 

平成23（2011）年 改正障害者基本法の施行（平成23年８月５日） 

平成24（2012）年 
改正児童福祉法の施行（平成24年４月１日） 

障害者虐待防止法の施行（平成24年10月１日） 

平成25（2013）年 障害者総合支援法の施行（平成25年４月１日） 

平成26（2014）年 障害者権利条約の発効（平成26年２月19日） 

平成27（2015）年 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行（平成27年１月１日） 

平成28（2016）年 

障害者差別解消法の施行（平成28年４月１日） 

改正障害者雇用促進法の施行（平成28年４月１日） 

成年後見制度利用促進法の施行（平成28年５月13日） 

改正発達障害者支援法の施行（平成28年８月１日） 

平成30（2018）年 
改正障害者総合支援法および改正児童福祉法の施行（平成30年４月１日） 

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行（平成30年６月13日） 

令和元（2019）年 読書バリアフリー法の施行（令和元年６月28日） 

令和２（2020）年 
改正障害者雇用促進法の施行（令和２年４月１日） 

改正バリアフリー法の一部施行（令和２年６月19日） 

令和３（2021）年 医療的ケア児支援法の施行（令和３年９月18日） 

別添 



年 近年の主な動き 

令和４（2022）年 
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行 

（令和４年５月25日） 

令和５（2023）年 
障害者基本計画（第５次計画）の策定 

改正障害者雇用促進法の一部施行（４月１日） 

令和６（2024）年 
改正障害者差別解消法の施行（４月１日） 

改正障害者雇用促進法の一部施行（４月１日） 

 

３．国の基本計画について 

（１）障害者基本計画（第５次）の概要 

国は、障害者基本法第 11 条に基づき「障害者基本計画（第５次）」（計画期間：令和５（2023）～

令和９（2027）年度）を策定し、障がい者施策の最も基本的な計画として位置付けています。 

本市は国の動向を踏まえ、障がい者施策の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者基本計画（第５次）の概要 
 

《基本理念》 

 障害の有無にかかわらず、全ての国民が人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 
  

《各分野に共通する横断的視点》 

１．条約の理念の尊重及び整合性の確保 

２．共生社会の実現に資する取組の推進 

３．当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 

４．障害特性等に配慮したきめ細かい支援 

５．障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進 

６．ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 
  

《施策の円滑な推進》 

１．連携・協力の確保 

２．理解促進・広報啓発に係る取組等の推進 
  

《各分野における障害者施策の基本的な方向》 

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

２．安全・安心な生活環境の整備 

３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

４．防災、防犯等の推進 

５．行政等における配慮の充実 

６．保健・医療の推進 

７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

８．教育の振興 

９．雇用・就業、経済的自立の支援 

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興 

11．国際社会での協力・連携の推進 



（２）障害者基本計画（第５次）で追加・充実された項目や視点（概要） 

 

■障害者基本計画(第５次)について基本的な考え方 

◎「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念 

◎「障害者差別解消法改正法」に関する、事業者に対する合理的配慮の提供を義務付け、行政機

関相互間の連携強化、障害を理由とする差別を解消するための支援措置強化 

◎社会のあらゆる場面でのアクセシビリティ向上 

◎「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、デジタル機器・サービスに係るアクセシ

ビリティ環境の整備を促進するための各種取組の推進 

◎総合的かつ分野横断的な支援として「ヤングケアラーへの支援」の追加 

 

■各分野における障害者施策の基本的な方向 

◎虐待の早期発見や防止に向けた取組 

◎強度行動障害を有する者の支援に関する研修の実施の支援体制整備 

◎どの相談窓口等でも対応されないという事案が生じない取組の推進 

◎ソフト面、ハード面からのバリアフリー化 

◎情報アクセシビリティの向上に向けたＩＣＴ機器の利活用の推進や支援 

◎心身の障害等により制限を付している法令の規定（相対的欠格条項）の見直し 

◎医療的ケア児支援センターが各種支援や研修の実施等を推進 

◎障害児における、こどもの意思決定支援等に配慮した必要な支援の推進 

◎学校教育における障害のある幼児児童生徒及び学生に対する支援の推進 

◎公立小・中学校施設の令和７年度末までの緊急かつ集中的なバリアフリー化の整備 

◎障害者の文化芸術活動に対する支援、障害者の優れた芸術作品の展示棟等の推進 

◎地方公共団体における障害者よる文化芸術活動に関する計画策定の促進 

  



４．計画の位置づけ 

① 障がい者福祉プラン【６年計画】 

「障がい者福祉プラン」は、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」

として、障がい者施策全般の理念や基本的な方針等を定める計画です。 

② 障がい福祉計画【３年計画】 

「障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条第１項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」

であり、国の基本指針に基づき本市の障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業を充実さ

せるために必要なサービス量を見込むとともに、提供体制の確保に関する方策を定める計画です。 

③ 障がい児福祉計画【３年計画】 

「障がい児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項の規定に基づく「市町村障害児福祉

計画」であり、障害福祉サービス等の提供体制および自立支援給付等の円滑な実施を確保するこ

とを目的とする計画です。 

 

※上記①～③の３計画を一体として「赤穂市障がい者福祉長期計画」と位置付けています。 

 

赤穂市地域福祉計画

赤穂市障がい者福祉プラン

赤穂市総合計画

赤穂市子ども・子育て支援事業計画

赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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赤穂市健康増進計画

赤穂市障がい福祉計画

赤穂市障がい児福祉計画

その他関連計画


